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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

     ４．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

      ないため記載しておりません。 

回次 第15期中 第16期中 第17期中 第15期 第16期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高（千円） 3,684,158 4,192,798 4,802,977 7,658,699 8,647,590 

経常利益（千円） 163,539 179,344 173,167 334,740 342,607 

中間（当期）純利益（千円） 89,363 68,403 101,580 182,866 162,305 

持分法を適用した場合の投資

利益（千円） 
－ － － － － 

資本金（千円） 400,000 551,500 551,500 551,500 551,500 

発行済株式総数（株） 8,000 9,150 27,450 9,150 27,450 

純資産額（千円） 786,827 1,298,482 1,464,260 1,230,079 1,392,385 

総資産額（千円） 1,797,973 2,285,422 2,563,116 2,429,186 2,531,664 

１株当たり純資産額（円） 98,353.38 141,910.71 53,342.83 134,434.89 50,542.26 

１株当たり中間（当期） 

純利益金額（円） 
11,170.49 7,475.81 3,700.57 22,415.56 5,730.63 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

１株当たり中間（年間） 

配当額（円） 
－ － － － 900 

自己資本比率（％） 43.8 56.8 57.1 50.6 55.0 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
86,099 △9,923 51,266 237,413 143,258 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△26,340 9,892 △28,692 △82,264 △6,306 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△35,975 △53,892 △56,366 269,827 △85,546 

現金及び現金同等物の中間 

期末（期末）残高（千円） 
437,668 784,928 856,463 838,851 890,256 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）（人） 

69 

( 33) 

82 

( 30) 

99 

(   48) 

75 

( 31) 

86 

(  40) 



２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあ

りません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  （事業系統図） 

３【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

当社の従業員数を示すと次のとおりであります。 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、契約社員等については当中間会計期間の平均人員を（ ）内に外数で記載して

      おります。 

     ２．従業員数は、前期末に比較して13名増加しております。これは、主に新卒採用及び新規事業ほかへの営業力

      強化を図るための新規採用の増員によるものです。 

(2）労働組合の状況 

労働組合はありません。 

なお、労使関係は安定しております。 

  平成17年９月30日現在

事業部門別 従業員数（人） 

人材派遣・請負事業 79     (   40)  

人材紹介事業 6     (    1)  

管理部門 14     (    7)  

合計 99     (   48)  



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間会計期間のわが国経済は、原油価格高騰の内外経済への影響が懸念されるものの、企業部門の好調さが家

計部門へ波及し、景気回復が続いており雇用情勢も改善に広がりが見られております。また、設備投資全般が増加

する中、ソフトウェア投資も緩やかに増加しております。 

 このような状況の中、当社の売上高に関してはＩＴエンジニアに対する高い需要に支えられ、また前期に立ち上

げた新規事業（新卒派遣事業、中国事業等）が徐々に成果を結び、売上高は4,802,977千円（前年同期比14.6％

増）となりました。 

 事業別には以下のとおりです。 

（人材派遣・請負事業） 

 売上高は4,735,294千円（前年同期比14.0％増）となっております。 

 職種別では、案件選別を進めているサポートエンジニア部門を除き、各職種とも力強い成長を見せました。ディ

ベロッパー部門1,642,252千円（前年同期比24.9％増）につきましては、ソフトウェア投資の回復及び当社営業体

制の強化を背景として引き続き高い成長が続いております。ネットワークエンジニア部門1,469,900千円（前年同

期比14.4％増）は、最終ユーザーである一般企業の通信インフラへの投資・コスト改善需要から大手通信キャリア

を中心としたネットワーク技術の営業サポートを中心として、強い需要が見られております。それらに加え、ウェ

ブが企業のインフラとして定着し利用が進む中で、クリエイター部門も523,257千円（前年同期比28.6％増）と事

業の職種中最も高い成長をみせました。サポートエンジニア部門は案件選別を進めた結果、引き続き売上高は漸減

傾向にありますが、採算面では大きく改善しております。 

 また地域的には万博需要に沸いた中京地区が前年同期比94.3％増と高い成長を見せました。 

（人材紹介事業） 

 企業の正社員需要の高まりの中で、営業体制強化が奏功し人材紹介事業部門は67,683千円（前年同期比81.7％

増）と大幅増となっております。 

 ＩＴエンジニアの確保につきましては、新規登録は引き続き厳しい環境ですが、新規登録者の就業率向上、既存

登録者データベースの活用及び稼働中エンジニアのリテンション強化にも満遍なく力を入れたのに加え、新卒派遣

事業、中国人エンジニアの来日派遣の立ち上がりが稼動人数の増加に寄与しております。また、拠点面では、４月

に札幌支店を開設、北海道・札幌地区のＩＴエンジニア育成にフォーカスし、地方公共団体・地元ＩＴ企業等と協

業して、就業機会の確保まで視野に入れた新しい育成派遣モデルの確立を進めております。 

 販売費及び一般管理費につきましては、前期下期に投入した新規事業要員の人件費、新規支店開設などによる家

賃の増加などにより、営業利益は173,933千円（前年同期比3.6％減）、経常利益は173,167千円（前年同期比3.4％

減）となっております。中間純利益は前期において本店移転費用で特別損失54,792千円を計上したこともあり、

101,580千円（前年同期比48.5％増）となっております。 

  (2）キャッシュ・フロー 

  当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ33,793千円

（3.8％）減少し、当中間会計期間末には856,463千円となりました。  

 また、当中間会計期間におけるキャッシュ・フローは、次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は51,266千円（前年同期は、9,923千円の支出）となりました。 

 これは、主に税引前中間純利益が174,282千円であり、法人税等の支払いが50,930千円であったこと、売上債権

の増加が73,945千円であったことによるものです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は28,692千円（前年同期は、9,892千円の収入）となりました。 

 これは、主に支店の新設及び移転などに伴う事務所設備造作等の設備造作投資21,138千円があったことによるも

のです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は56,366千円となりました。 

 これは、ファイナンス・リース債務の返済31,937千円及び配当金支払い24,428千円によるものです。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績及び受注実績 

 当社は、人材派遣、人材紹介などのサービス提供を業務としておりますので、該当事項はありません。 

(2）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．総販売実績に対する販売実績の割合が100分の10以上の相手先が存在しないため、主な相手先別の販売実績

等の記載は省略しております。 

３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

事業の種類別 販売高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

人材派遣・請負事業       

ディベロッパー 1,642,252 34.2 24.9 

ネットワークエンジニア 1,469,900 30.6 14.4 

サポートエンジニア 946,939 19.7 △7.4 

クリエーター 523,257 10.9 28.6 

その他（トレーナー等） 152,943 3.2 21.1 

計 4,735,294 98.6 14.0 

人材紹介事業 67,683 1.4 81.7 

合計 4,802,977 100.0 14.6 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

当中間会計期間において新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成17年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行 

   された株式数は含まれておりません。  

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 96,000 

計 96,000 

種類 
中間会計期間末現在 
発行数（株） 

（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月15日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 27,450 27,450 ジャスダック証券取引所 － 

計 27,450 27,450 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

商法第280条ノ20並びに第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

① 平成16年６月25日定時株主総会決議 

（注） １．平成16年11月12日開催の取締役会決議により、平成16年11月19日に発行しております。 

    ２．平成16年８月11日開催の取締役会決議により、平成16年11月19日付で１株を３株とする株式分割を行ってお 

       ります。これにより、「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されておりま 

       す。 

 
中間会計期間末現在 
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17月11月30日） 

新株予約権の数（個） 900 900 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 900 900 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  345,285 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年11月19日 

至 平成26年６月24日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

345,285 

172,643 
同左 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時におい

ても、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に

あることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査

役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正

当な理由がある場合にはこの限りではない。 

②新株予約権行使日の前日のＪＡＳＤＡＱ市場におけ

る当社株式の終値が、1株当たりの払込金額の1.5倍以

上であることを要する。 

③新株予約権の質入その他の処分は認めない。 

④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行

使できるものとする。ただし⑤に規定する「新株予約

権割当契約」による。 

⑤この他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結

する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を必要と

する。  
同左 



② 平成17年６月28日定時株主総会決議 

（注） 平成17年11月11日開催の取締役会決議により、平成17年11月18日に発行しております。 

 
中間会計期間末現在 
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17月11月30日） 

新株予約権の数（個） ― 270 

新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） ― 270 

新株予約権の行使時の払込金額（円） ― 231,578 

新株予約権の行使期間 ― 
自 平成19年６月29日 

至 平成22年６月28日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 
 ― 

発行価格  

資本組入額  

231,578 

115,789 

新株予約権の行使の条件 ― 

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時におい

ても、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に

あることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査

役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正

当な理由がある場合にはこの限りではない。 

②新株予約権の質入その他の処分は認めない。 

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行

使できるものとする。ただし④に規定する「新株予約

権割当契約」による。 

④この他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結

する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ― 
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を必要と

する。  



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(4）【大株主の状況】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成17年４月１日～

平成17年９月30日  
－ 27,450 － 551,500 － 198,369 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に対
する所有株式数の 
割合（％） 

株式会社パソナ 東京都千代田区大手町２－１－１ 16,710 60.87 

森本 宏一 東京都練馬区中村３－27－３ 400 1.46 

吉田 文夫 静岡県浜松市上浅田１－５－７ 332 1.21 

パソナテック社員持株会  東京都渋谷区道玄坂１－１２－１ 292 1.06 

大阪証券金融株式会社 

（業務口） 
大阪府大阪市中央区北浜２－４－６ 198 0.72 

マネックスビーンズ証券 

株式会社 
東京都千代田区丸の内１－１１－１ 110 0.40 

松井証券株式会社 

（一般信用口） 
東京都千代田区麹町１－４ 100 0.36 

青木 周平  
神奈川県茅ヶ崎市浜竹４－１－７４  

アスール湘南Ｅ－１０１  
95 0.35 

加藤 直樹 
東京都江戸川区一之江町3002 

ライオンズガーデン一之江409 
90 0.33 

吉永 隆一 東京都杉並区上高井戸２－３－10 90 0.33 

計 － 18,417 67.09 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が１株が含まれております。また、 

    「議決権の数」には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  27,450 27,450 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 27,450 － － 

総株主の議決権 － 27,450 － 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 265,000 271,000 268,000 261,000 255,000 242,000 

最低（円） 231,000 224,000 218,000 235,000 222,000 209,000 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（自平成16年４月１日至平成16年９月30日）については、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし書き

により、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（自平成16年４月１日至平成16年９月30日）の

中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受け、また、当中間会計期間（自平成17年４月１日至平

成17年９月30日）の中間財務諸表について、中央青山監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、当社の会計監査人は次のとおり交代しております。 

    前中間会計期間   監査法人トーマツ 

  当中間会計期間   中央青山監査法人 

３．中間連結財務諸表について 

 当社には子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金   784,928 856,463 890,256   

２．売掛金   1,076,897 1,269,752 1,195,807   

３．仕掛品   ― ― 38,294   

４．貯蔵品   9,447 7,465 9,176   

５．その他   74,401 92,272 61,059   

６．貸倒引当金   △1,904 △1,954 △1,816   

   流動資産合計     1,943,770 85.1 2,223,999 86.8   2,192,777 86.6

Ⅱ 固定資産         

(1）有形固定資産 ※１   74,189 3.2 103,312 4.0   82,486 3.3

(2）無形固定資産         

１．ソフトウェア   141,931 87,574 112,673   

２．その他   713 713 713   

無形固定資産合計     142,644 6.2 88,287 3.4   113,386 4.5

(3）投資その他の資産         

１．敷金及び保証金   94,076 100,358 103,864   

２．その他   31,052 47,307 39,388   

３．貸倒引当金   △311 △148 △238   

投資その他の資産合計     124,817 5.5 147,517 5.8   143,014 5.6

固定資産合計     341,652 14.9 339,117 13.2   338,887 13.4

資産合計     2,285,422 100.0 2,563,116 100.0   2,531,664 100.0 

          

 



    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金   70,833 58,929 128,705   

２．未払派遣人件費   445,876 511,886 505,849   

３．一年内支払予定長期リース債務   63,592 60,556 64,161   

４．未払法人税等   49,050 80,778 56,985   

５．賞与引当金   47,806 53,630 48,875   

６．その他 ※２ 196,266 265,471 245,854   

流動負債合計     873,425 38.2 1,031,252 40.2   1,050,432 41.5

Ⅱ 固定負債         

１．長期リース債務   64,463 3,907 32,240   

２．退職給付引当金   118 ― ―   

３．役員退職慰労引当金   48,931 63,696 56,607   

固定負債合計     113,513 5.0 67,603 2.7   88,847 3.5

負債合計     986,939 43.2 1,098,855 42.9   1,139,279 45.0

          

（資本の部）         

Ⅰ 資本金     551,500 24.1 551,500 21.5   551,500 21.8

Ⅱ 資本剰余金         

１．資本準備金   198,369 198,369 198,369   

資本剰余金合計     198,369 8.7 198,369 7.7   198,369 7.8

Ⅲ 利益剰余金         

中間（当期）未処分利益   548,613 714,391 642,515   

利益剰余金合計     548,613 24.0 714,391 27.9   642,515 25.4

資本合計     1,298,482 56.8 1,464,260 57.1   1,392,385 55.0

負債資本合計     2,285,422 100.0 2,563,116 100.0   2,531,664 100.0 

          



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     4,192,798 100.0 4,802,977 100.0   8,647,590 100.0 

Ⅱ 売上原価     3,221,305 76.8 3,707,480 77.2   6,621,601 76.6

売上総利益     971,492 23.2 1,095,496 22.8   2,025,988 23.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費     791,057 18.9 921,563 19.2   1,681,446 19.4

営業利益     180,435 4.3 173,933 3.6   344,542 4.0

Ⅳ 営業外収益     262 0.0 114 0.0   495 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※１   1,352 0.0 879 0.0   2,430 0.0

経常利益     179,344 4.3 173,167 3.6   342,607 4.0

Ⅵ 特別利益     820 0.0 4,390 0.0   980 0.0

Ⅶ 特別損失 ※２   60,389 1.4 3,276 0.0   60,389 0.7

税引前中間（当期）純利益     119,775 2.9 174,282 3.6   283,198 3.3

法人税、住民税及び事業税   49,099 75,050 123,882   

法人税等調整額   2,271 51,371 1.3 △2,349 72,701 1.5 △2,990 120,892 1.4

中間（当期）純利益     68,403 1.6 101,580 2.1   162,305 1.9

前期繰越利益     480,209 612,810   480,209 

中間（当期）未処分利益     548,613 714,391   642,515 

          



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の 
キャッシュ・フロー 

計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

税引前中間（当期）純利益   119,775 174,282 283,198 

減価償却費   37,533 37,823 75,432 

貸倒引当金の増加額または減少額（△）   △820 48 △980 

賞与引当金の増加額   3,911 4,754 4,980 

退職給付引当金の減少額   △3,898 － △4,016 

前払年金費用の増加額   － △10,695 △3,679 

役員退職慰労引当金の増加額    15,159 7,088 22,834 

受取利息及び受取配当金   △16 △103 △38 

支払利息   1,351 765 2,426 

固定資産除却損   34,394 3,276 34,394 

売上債権の減少額または増加額（△）   27,886 △73,945 △91,022 

たな卸資産の減少額または増加額（△）   △7,559 40,004 △45,582 

前払費用の減少額または増加額（△）   1,211 2,174 △6,471 

その他の流動資産の減少額または増加額

(△） 
  △11,904 △27,173 3,553 

破産債権、再生債権、更生債権その他 

これらに準ずる債権の減少額 
  180 180 360 

仕入債務の増加額または減少額（△）   △7,889 △69,776 54,182 

未払派遣人件費の増加額または減少額（△）   △52,675 6,036 7,298 

未払金の減少額   △24,788 △3,930 △7,578 

未払費用の増加額   1,341 9,796 7,066 

未払消費税等の増加額または減少額（△）   △34,278 1,281 △17,557 

前受金の増加額   1,562 1,028 1,243 

その他の流動負債の増加額   1,932 4,867 2,626 

その他   953 76 7,823 

役員賞与の支払額    － △5,000 － 

小計   103,364 102,858 330,493 

利息及び配当金の受取額   16 103 38 

利息の支払額   △1,351 △765 △2,426 

法人税等の支払額   △111,952 △50,930 △184,846 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △9,923 51,266 143,258 

 



    
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の 
キャッシュ・フロー 

計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

投資有価証券の取得による支出   △2,000 － △2,000 

有形固定資産の取得による支出   △57,977 △21,138 △74,914 

有形固定資産の売却による収入   － － 4,990 

無形固定資産の取得による支出   － △4,378 － 

貸付けによる支出   △710 △1,050 △1,450 

貸付金の回収による収入   875 － 1,755 

敷金及び保証金差入れによる支出   △9,323 △2,125 △9,555 

敷金及び保証金の返還による収入   79,708 294 79,708 

その他の投資活動による支出   △679 △294 △4,840 

投資活動によるキャッシュ・フロー   9,892 △28,692 △6,306 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

配当金支払いによる支出   － △24,428 － 

ファイナンス・リース債務の返済による 

支出 
  △53,892 △31,937 △85,546 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △53,892 △56,366 △85,546 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額または減少額(△)   △53,922 △33,793 51,405 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   838,851 890,256 838,851 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高   784,928 856,463 890,256 

          



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

  

(1）有価証券 

 その他有価証券 

  時価のないもの 

  移動平均法による原価法  

(2）たな卸資産  

―  

(1）有価証券 

  その他有価証券 

  時価のないもの 

        同左 

(2）たな卸資産  

―   

(1）有価証券 

   その他有価証券 

   時価のないもの 

         同左 

(2）たな卸資産  

  仕掛品  

     個別法による原価法 

   貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価法 

 貯蔵品 

同左 

  貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

主な耐用年数 

建物     11～15年 

器具及び備品 ４～15年 

(1）有形固定資産 

  定率法 

  主な耐用年数 

   建物     ８～15年 

   器具及び備品 ３～15年 

(1）有形固定資産 

同左 

 

 

 

  (2）無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアは、

社内の利用可能見込期間（５

年）による定額法 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、将来の賞与支給見込額の

うち、当中間会計期間負担額を

計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、将来の賞与支給見込額の

うち、当期負担額を計上してお

ります。 

  (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

自己都合要支給額から適格退職

年金制度における年金資産を控

除した金額を計上しておりま

す。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

自己都合要支給額から適格退職

年金制度における年金資産を控

除した金額を計上しておりま

す。なお、当中間会計期間末に

おいては、年金資産が自己都合

要支給額を上回ったため、前払

年金費用を計上しております。 

（会計方針の変更） 

 当中間会計期間より「「退職

給付に係る会計基準」の一部改

正」（企業会計基準第３号 平

成17年３月16日）及び「「退職

給付に係る会計基準」の一部改

正に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第７号 平成17

年３月16日）を適用しておりま

す。これにより税引前中間純利

益は4,390千円増加しておりま

す。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における自己都合要

支給額から適格退職年金制度に

おける年金資産を控除した金額

を計上しております。なお、当

期末においては、年金資産が自

己都合要支給額を上回ったた

め、前払年金費用を計上してお

ります。 

  (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金内規

に基づく中間会計期間末要支給

額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金内規

に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

 また、リース物件の所有権が借

主に移転すると認められるファイ

ナンス・リース取引については、

通常の売買処理に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

同左 同左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

か月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 ──────  （固定資産の減損に係る会計基準） ────── 

   当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

22,478千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

      38,663千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

     31,118 千円 

※２．仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。 

※２．      同左 ※２．      同左 

  

 ３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と当座貸越契約を

締結しております。これらの契約に基づ

く当中間会計期間末の借入未実行残高

は、次のとおりであります。 

 ３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と当座貸越契約を

締結しております。これらの契約に基づ

く当中間会計期間末の借入未実行残高

は、次のとおりであります。 

 ３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と当座貸越契約を

締結しております。これらの契約に基づ

く当事業年度末の借入未実行残高は、次

のとおりであります。 

当座貸越契約の総額 100,000千円

借入実行残高 ─千円

差引額 100,000千円

当座貸越契約の総額 100,000千円

借入実行残高 ─千円

差引額 100,000千円

当座貸越契約の総額 100,000千円

借入実行残高 ─千円

差引額 100,000千円

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．営業外費用のうち重要なもの ※１．営業外費用のうち重要なもの ※１．営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 1,351千円 支払利息 765 千円 支払利息 2,426千円

※２．本社移転費用 

     本社移転費用の内訳は、次のとおりで 

   あります。 

固定資産除却損   

 建物  28,724千円

 器具及び備品 4,683千円

 原状回復工事 18,500千円

リース解約損  2,884千円

計 54,792千円

※２．       ― 

   

       

       

     

     

   

※２．本社移転費用 

       本社移転費用の内訳は、次のとおりで 

   あります。 

固定資産除却損   

 建物  28,724千円

 器具及び備品   4,683千円

 原状回復工事    18,500千円

リース解約損     2,884千円

計 54,792千円

 ３．減価償却実施額  ３．減価償却実施額  ３．減価償却実施額 

有形固定資産 8,275千円

無形固定資産 29,258千円

有形固定資産      8,345千円

無形固定資産   29,477千円

有形固定資産 16,916千円

無形固定資産  58,516千円

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と現

金及び預金勘定は一致しております。 

１．       同左 １．現金及び現金同等物の期末残高と現金及

び預金勘定は一致しております。 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間会計期間末残高相

当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間会計期間末残高相

当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間会
計期間
末残高
相当額 
(千円) 

器具及び備品 100,892 46,910 53,982 

合計 100,892 46,910 53,982 

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間会
計期間
末残高
相当額 
(千円) 

器具及び備品 107,688 58,121 49,566

合計 107,688 58,121 49,566

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

器具及び備品 107,688 47,353 60,335

合計 107,688 47,353 60,335

（2）未経過リース料中間会計期間末残高相

当額 

（2）未経過リース料中間会計期間末残高相

当額 

（2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 18,930千円

１年超 36,365千円

合計 55,295千円

１年内     20,046千円

１年超  30,880千円

合計 50,927千円

１年内 21,269千円

１年超     40,449千円

合計    61,719千円

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 11,638千円

減価償却費相当額 10,834千円

支払利息相当額 914千円

支払リース料     11,540千円

減価償却費相当額       10,768千円

支払利息相当額    748千円

支払リース料   24,090千円

減価償却費相当額    22,457千円

支払利息相当額     1,814千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引  

１年内 83,318千円

１年超 108,627千円

合計 191,945千円

２．オペレーティング・リース取引  

１年内       83,318千円

１年超       25,309千円

合計      108,627千円

２．オペレーティング・リース取引 

１年内   83,318千円

１年超       66,968千円

合計    150,286千円



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成16年９月30日現在） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

時価評価されていない主な有価証券の内容  

前事業年度末（平成17年３月31日現在） 

 時価評価されていない主な有価証券の内容  

（デリバティブ取引関係） 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 2,000 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 2,000 

 貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 2,000 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 当社はデリバティブ取引を全く行

っておりませんので、該当事項はあ

りません。 

同左 同左 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 141,910円71銭

１株当たり 

中間純利益金額 
7,475円81銭

１株当たり純資産額 53,342円83銭

１株当たり 

中間純利益金額 
  3,700円57銭

１株当たり純資産額  50,542円26銭

１株当たり 

当期純利益金額 
   5,730円63銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

 平成16年11月19日付をもって普通株

式１株につき３株に分割を行ってお

ります。当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前中間会計

期間における１株当たりの情報は、

以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額  47,303円57銭

１株当たり 

中間純利益金額 
   2,491円06銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

  平成16年11月19日付をもって普通

株式１株につき３株に分割を行って

おります。当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の前事業年

度における１株当たりの情報は、以

下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額  44,811円63銭

１株当たり 

当期純利益金額 
   7,471円85銭

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間（当期）純利益金額（千円） 68,403 101,580 162,305 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 5,000 

 （うち利益処分による役員賞与） － －  （ 5,000）

普通株式に係る中間（当期）純利益金額（千円） 68,403 101,580 157,305 

期中平均株式数（株） 9,150 27,450 27,450 

希薄化を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

 － 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数900個)

新株予約権の概要につ

いては、「第４提出会

社の状況 １株式等の

状況 (２)新株予約権

等の状況」に記載のと

おりです。  

同左 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１． 平成16年８月11日開催の取締役会決議

に基づき、次のように株式分割による新株式

を発行しております。 

１．平成17年11月11日開催の取締役会におけ

る新株予約権発行決議について  

１．ストックオプションの付与  

 平成17年６月28日開催の定時株主総会にお

いて商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の

規定に基づき、取締役、監査役及び従業員に

ストックオプションとして新株予約権を付与

する決議をいたしました。  

（1）決議年月日 

   平成17年６月28日 

 (2) 新株予約権の割当を受ける者 

   当社の取締役、監査役及び従業員 

(3) 新株予約権の目的たる株式の 

  種類及び数 

 当社普通株式270株を総株数の上限とする。 

 なお、当社が株式分割又は株式併合を行う

場合、次の算式により株式の数を調整するも

のとする。ただし、かかる調整は本件新株予

約権のうち、当該時点では権利行使していな

い新株予約権の目的たる株式の数についての

み行われ、調整の結果１株未満の端数が生じ

た場合には、これを切り捨てるものとする。 

  調整後株式数＝調整前株式数 

                   ×分割・併合の比率    

 (4) 発行する新株予約権の総数 

    270個（新株予約権１個当たりの目的と 

   なる株式数１株） 

(5) 新株予約権の発行価額 

  無償とする。 

(6) 新株予約権行使時に払い込みを 

  すべき金額 

 新株予約権発行の日の属する月の前月各日 

（取引が成立しない日を除く）における株式

会社ジャスダック証券取引所における当社普

通の最終価格（以下最終価格という）の平均

に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は

切り上げる。ただしその価額が新株予約権の

発行日の終値（取引が成立しない場合はそれ

に先立つ直近の終値）を下回る場合には、新

株予約権発行の日の終値とする。 

 なお、新株予約権発行後、当社が株式分

割、株式併合を行う場合には次の式により払

込金額を調整し、調整により生ずる １円未満

の端数は切り上げる。    

 また、時価を下回る価額での新株式の発行

（新株予約権の行使により新株式を発行する

場合を除く）を行う場合は、次の式により払

込金額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。     

調整後
払込金額 ＝

調整前 
払込金額 × 

１ 

分割・併合
の比率 

（1）平成16年11月19日付をもって普通株式１ 

  株につき３株に分割する。 

 ①分割により増加する株式数 

   普通株式          18,300株 

 ②分割方法 

   平成16年９月30日最終の株主名簿及び実 

  質株主名簿に記載または記録された株主の 

  所有株式数を１株につき３株の割合をもっ 

  て分割いたします。 

（2）配当起算日 

   平成16年10月１日   

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前中間会計期間及び前事業年度にお

ける１株当たり情報、当期首に株式分割が行

われたと仮定した場合の当中間会計期間にお

ける１株当たり情報は、それぞれ以下のとお

りとなります。  

前中間 

会計期間 

当中間 

会計期間 
 前事業年度 

１株当たり 

 純資産額 

１株当たり 

 純資産額 

１株当たり 

 純資産額 

 32,784円46銭  47,303円57銭 44,811円63銭

１株当たり 

 中間純利益 

１株当たり 

 中間純利益 

１株当たり 

 当期純利益 

 3,723円50銭  2,491円06銭  7,471円85銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。  

 ２．平成16年11月12日開催の取締役会におけ

る新株予約権発行決議について  

 平成16年６月25日開催の第15期定時株主総

会の決議に基づき、平成16年11月12日開催の

当社取締役会において、当社の取締役及び従

業員に対してストックオプションとして新株

予約権を発行することを決議しております。 

(1) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

  当社普通株式  900株 

 なお、当社が株式分割又は株式併合を行う

場合、次の算式により株式の数を調整するも

のとする。ただし、かかる調整は本件新株予

約権のうち、当該時点では権利行使していな

い新株予約権の目的たる株式の数についての

み行われ、調整の結果1株未満の端数が生じ

た場合には、これを切り捨てるものとする。 

 

調整後株式数＝調整前株式数 

        ×分割・併合の比率 

 平成17年６月28日開催の第16期定時株主

総会の決議に基づき、平成17年11月11日開

催の当社取締役会において、当社の取締役

及び従業員に対してストックオプションと

して新株予約権を発行することを決議して

おります。 

(1) 新株予約権の目的たる株式の種類 

  及び数 

  当社普通株式           270株 

 なお、当社が株式分割又は株式併合を行う

場合、次の算式により株式の数を調整するも

のとする。ただし、かかる調整は本件新株予

約権のうち、当該時点では権利行使していな

い新株予約権の目的たる株式の数についての

み行われ、調整の結果１株未満の端数が生じ

た場合には、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数 

        ×分割・併合の比率 

 (2）発行する新株予約権の総数 

270個（新株予約権１個当たりの目的とな

る株式数１株）。   

 (3）各新株予約権の発行価額 

   無償とする。  

 (4) 各新株予約権の発行日 

     平成17年11月18日 

 (5) 各新株予約権行使時に払い込みを 

   すべき金額 

１株につき    231,578円 

  新株予約権発行の日の属する月の前月各日 

（取引が成立しない日を除く）における株式

会社ジャスダック証券取引所における当社普

通株式の最終価格（以下最終価格という）の

平均に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端

数は切り上げる。ただしその価額が新株予約

権の発行日の終値（取引が成立しない場合は

それに先立つ直近の終値）を下回る場合に

は、新株予約権発行の日の終値とする。 

 なお、新株予約権発行後、当社が株式分

割、株式併合を行う場合には次の式により払 

込金額を調整し、調整により生ずる １円未満

の端数は切り上げる。    

 また、時価を下回る価額での新株式の発行

（新株予約権の行使により新株式を発行する

場合を除く）を行う場合は、次の式により払

込金額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。     

調整後 
払込金額 ＝

調整前
払込金額 × 

１ 

分割・併合
の比率 

 



前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

(2）発行する新株予約権の総数 

  900個（新株予約権１個当たりの目的と 

    なる株式数１株）。   

(3）各新株予約権の発行価額 

  無償とする。  

(4) 各新株予約権の発行日 

  平成16年11月19日 

    既発行 
株式数 

＋

   新規発行株式数

×  １株当たり払込 

     金額 

調整後

払込 

金額 
＝
調整前

払込 

金額 
×

分割・新規 

発行前の株価 

既発行株式数 ＋ 分割・新規 

               発行株式数 

    既発行 
株式数 

＋ 

    新規発行株式数

×  １株当たり払込 

     金額 

調整後

払込 

金額 
＝
調整前

払込 

金額 
×

分割・新規 

発行前の株価 

既発行株式数 ＋分割・新規 

               発行株式数 

(5) 各新株予約権の行使時に払い込みを 

  すべき金額 

   １株につき 345,285円 

 なお、新株予約権発行後、当社が株式分

割、株式併合を行う場合には次の式により払

込金額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。    

 また、時価を下回る価額での新株式の発行

（新株予約権の行使により新株式を発行する

場合を除く）を行う場合は、次の式により払

込金額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。     

(6) 新株予約権の行使期間 

平成16年11月19日から平成26年６月24日まで 

(7) 新株の発行価額中、資本に組み 

  入れない額 

   株式１株当たり 172,642円 

(8)新株予約権の割当対象者数 

当社の取締役５名及び従業員80名 

調整後 
行使価額 ＝ 

調整前 
行使価額 × 

１ 

分割・併合
の比率 

    既発行 
株式数 

＋ 

新規発行株式数

×  １株当たり払込 

     金額 

調整後

行使 

価額 
＝
調整前

行使 

価額 
×

分割・新規 

発行前の株価 

既発行株式数 ＋ 分割・新規 

               発行株式数 

(6) 新株予約権の行使期間 

平成19年６月29日から平成22年６月28日まで 

(7) 新株の発行価額中、資本に組み 

  入れない額 

株式１株当たり   115,789円  

  (8)新株予約権の割当対象者数 

当社の取締役５名及び従業員29名 

(7) 新株予約権の行使期間 

平成19年６月29日から平成22年６月28日まで 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第16期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月28日関東財務局長に提出。



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書

    
 

平成１６年１２月１日

株式会社パソナテック       

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  

指定社員 

業務執行 

社員 

  公認会計士 堤    佳 史  印 

  

指定社員 

業務執行 

社員 

  公認会計士 中 川  幸 三  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社パソナテックの平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第１６期事業年度の中間会計期間（平成１６年

４月１日から平成１６年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キ

ャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社パソナテックの平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１６

年４月１日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

                                                  以 上 

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間財務諸表に添付

   する形で別途保管しております。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１５日

株 式 会 社 パ ソ ナ テ ッ ク 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社パソナテッ

クの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第１７期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９

月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社パソナテックの平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１

７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 市 村   清 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 嶋 康 博 
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